
施　　策： 財務コード障がい者福祉の充実 01030105-10-176

キーコード：1190

出力日：令和08年03月16日
事務事業名自立支援医療費・療養介護医療費支給事業

15
基本事業： 02地域生活支援の基盤づくり 担当部 健康福祉部

基本事業の
成果指標

①地域生活支援事業により生活改善されている障がい者等の延べ人数
②自立支援医療（精神・更生・育成）による助成を受け、経済的負担が軽減
されている障がい者等の人数

担当課 生活福祉課

担当係 障がい者福祉担当

自立支援医療を受けようとする障がい者等（法に規定する
身体障がい者、障がい児、精神障がい者）

＜事業の内容＞育成医療、更生医療、精神通院医療及び療養介護医療で構
成されている。更生医療、育成医療、療養介護医療について支給認定及び
費用負担を行う。精神通院医療については申請受理、進達を行う。
＜利用手続き＞
①障がい者等から市へ自立支援医療の支給の申請。
②障がい者更生相談所へ判定依頼。
③障がい者等の世帯の所得の状況、治療状況を勘案して支給認定を行う。
④支給認定の有効期間、指定自立支援医療機関の名称、及び負担上限月額
等を記載した受給者証を交付。
⑤市は健康保険の療養の額の算定方法の例により算定した額の9割を支給
する（1割については利用者の負担。利用者が負担することとなる額につ
いては所得額に応じて上限を設ける。）。

障がい者等の心身の障がいの状態の軽減を図るために必要
な医療を行うことによって、自立した日常生活又は社会生
活を営むことができるような状態にする。

計画年度 ～ 新規・継続 継続 会計区分 実施計画
１．対象（誰、何に対して事業を行うのか）

４．成果（簡易評価は未記入）

更生医療の支給を行った者の数

精神通院医療の支給を行った者の数

371 400359 400 400

2,104 2,202 2,400 2,400 2,400

成果指標名称 単位 目標
05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度
実績 実績 当初 要求 計画 計画

５．コスト
144,263 146,630 159,758 156,031計

国
県
地方債
その他
一般

事業費

正職員人工数
正職員人件費
トータルコスト(事業費＋正職員人件費）

72,815 69,687 79,703 77,854
36,407

0
34,843 39,851 38,927

0 0 0
0 0 0 0

35,041 42,100 40,204 39,250

千円
千円
千円
千円
千円
千円
人工
千円
千円

0.9 0.9 0.9
7,034 7,221 7,543

151,297 153,851 167,301 156,031

６．成果状況及びコメント（簡易評価は未記入）

○

●

○

令和6年度は、更生医療の支給は12人減ったものの、精神通院医療の支給は98人増加している。本制度の対象とな
る事業は、対象者にとって治療だけでなく経済的負担も大きく欠くことのできない事業である。

７．評価及びコメント（簡易評価は未記入）

精神通院医療は、治療が長期にわたり就労も困難な方が多いので経済
的負担の軽減を図ることで治療の継続につながる。また、更生医療は
生命に関わる治療であるが治療費の負担が大きい。この制度を利用す
ることで治療を受け易くなっている。

維持対象動向

手段効率化余地

公的関与

上位貢献度

成果向上余地

なし

妥当性がある

影響度は大

中程度

類似事業

コスト削減余地

受益者負担

業務推進課題

なし

 

なし

余地なし

なし

８．改善改革案（簡易評価は必要な場合のみ記入） ■改善方向性 維持● 見直し○ ○廃止 ○事業終了
改革案/期待する成果/必要性/推進スケジュール/必要な費用（維持／事業終了の場合は記入する必要なし）

■事業開始背景及び現在の環境変化（市民・議会等の要望） ■備考･特記事項ｏｒ進行管理欄

平成18年度障害者自立支援法の施行により、「更生医療(身体障
害者福祉法)」「育成医療(児童福祉法)」「精神通院医療(精神保
健福祉法)」と、各個別の法律で規定されていた医療制度が、自
立支援医療制度に一元化され、利用者負担の仕組み、支給認定の
手続きが共通化された。

事務事業が貢献すべき成果

３．意図

２．手段（事務事業の内容、やり方、手順）

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

人

人

あがっている

どちらかといえば
あがっている

あがっていない
（停滞・低下）


